
第８回定時株主総会の招集に際しての

法令および定款に基づくインターネット開示事項

連　結　注　記　表・・・　１頁

個　別　注　記　表・・・１２頁

本内容につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インター

ネット上の当社ウェブサイト（http://www.meiji.com/）に掲載することによ

り、株主の皆様にご提供しております。











ᵗ⁷∕─ ─√╘─ ⌂

⌐ ╢ ─

─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐ ⅎ╢√╘⁸ ⌐⅔↑╢

┘ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐⅔™≡ ⇔≡™╢≤ ╘╠╣╢ ╩ ⇔

≡⅔╡╕∆⁹

⌐≈™≡│⁸∕─ ─ ─ ─ ─ ( ≤⇔≡

)⌐╟╢ ⌐╟╡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

─ ⌐≈™≡│⁸∕─ ─ ─ ─ ─ ( 15

)⌐╟╢ ⌐╟╡ ⇔√ ╩∕╣∙╣ ─ ╟╡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

─ ⌐≈™≡│⁸ ≤⇔≡ ⌐╟╡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

─

┘ ─ │ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

２．会計方針の変更に関する注記

28 ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢ ─ ™─

┘ ─ │⁸ ─ ⌐ ™⁸₈ 28 ⌐ ╢ ─

⌐ ∆╢ ─ ™₉ 32 ⁷ 28 17 ╩ ⌐ ⇔⁸ 28

⌐ ⇔√ ┘ ⌐ ╢ ╩ ⅛╠ ⌐ ⇔≡⅔╡

╕∆⁹

⌂⅔⁸ ⌐⅔™≡⁸ ┼─ │ ≢№╡╕∆⁹

(

⁷ ─ ⌐ ∆╢ ─

⁷⁷₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉ 26 ⁷ 28 28

⁷⁷╩ ╟╡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹
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７．金融商品に関する注記

(1) ─ ⌐ ∆╢

⁷ ⱪ│⁸כꜟ◓ ⁸ ה ⁸ ─ ╩ ℮√╘─ ┘

⌐ ╠⇔≡⁸ ⌂ ╩ ( ⌐ ⁸◖ⱴהꜟꜗ◦כⱭכⱤכ ┘ )⇔≡⅔╡╕∆⁹

⁷ ≢№╢ ┘ ⌐ ╢ ─ ꜞ☻◒│ ⌐ ∫≡ꜞ☻◒ ╩ ∫

≡⅔╡╕∆⁹ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╛ ─ ╩ ⇔⁸

≤─ ╩ ⇔≡ ╩ ⌐ ⇔≡⅔╡╕∆⁹╕√⁸ ⌂ │ ─ ™

≢ ⇔⁸ ⌂ ╩◖ⱴהꜟꜗ◦כⱭכⱤכ ⌐╟╡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

⁷♦ꜞⱣ♥▫Ⱪ │⁸ ─ ⌐ ╢ ─ ꜞ☻◒⌐ ∆╢Ⱬ♇☺ ╩ ≤⇔√

⁸ ⌐ ╢ ┘ ─ ꜞ☻◒⌐ ∆╢Ⱬ♇☺ ╩ ≤⇔√

☻꞉♇ⱪ ≢№╡⁸ ⌂ │ ╦⌂™ ≢№╡╕∆⁹

(2) ─ ⌐ ∆╢

⁷ 29 31 ⌐⅔↑╢ ⁸ ┘↓╣╠─ ⌐≈™

≡│⁸ ─≤⅔╡≢№╡╕∆⁹⌂⅔⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜ ╘≡ ≤ ╘╠╣╢╙─│⁸ ⌐ ╕╣

≡⅔╡╕∑╪ ⁹
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(1) ┘ 24,761 24,761 Ί

(2) ┘ 183,807 183,807 Ί

(3)

∕─ 61,271 61,271 Ί

⁷⁷ 269,840 269,840 Ί

(4) ┘ 110,730 110,730 Ί

(5) 27,995 27,995 Ί

(6) 47,212 47,212 Ί

(7) 30,000 30,042 42

(8) 71,502 71,045 ỏ457

⁷⁷ 287,440 287,025 ỏ415

(9)♦ꜞⱣ♥▫Ⱪ (*)

ᵑⱫ♇☺ ⅜ ↕╣≡™⌂™╙─ 234 234 Ί

ᵒⱫ♇☺ ⅜ ↕╣≡™╢╙─ ỏ7 ỏ7 Ί

⁷⁷♦ꜞⱣ♥▫Ⱪ 226 226 Ί



(9)♦ꜞⱣ♥▫Ⱪ

⅛╠ ↕╣√ ⌐ ≠⅝ ⇔≡⅔╡╕∆⁹√∞⇔⁸ ─ ⌐╟╢

╙─│⁸Ⱬ♇☺ ≤↕╣≡™╢ ה ≤ ≤⇔≡ ⇔≡™╢√╘⁸∕─ │

ה ─ ⌐ ╘≡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹╕√⁸ ☻꞉♇ⱪ ─ ⌐╟╢╙─│⁸

Ⱬ♇☺ ≤↕╣≡™╢ ≤ ≤⇔≡ ↕╣≡™╢√╘⁸∕─ │ ─

⌐ ╘≡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

16,591 │⁸ ⅜⌂ↄ⁸⅛≈ ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐

╩כ꜡ ╙╢↓≤⌂≥⅜≢⅝∏⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜ ╘≡ ≤ ╘╠╣╢√╘⁸₈(3)

⁷∕─ ₉⌐│ ╘≡⅔╡╕∑╪⁹

８．１株当たり情報に関する注記

(1) √╡ 3,064 91

(2) √╡ 413 11

９.重要な後発事象に関する注記

⁷ │ 29 18 ─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐≈™≡ ─≤⅔╡

╩ ™╕⇔√⁹

(1) ⁷⁷⁷⁷⁷300

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⇔⁸↓─ ≢ ─ ╩ →⌂™⁹

(2) ⁷⁷⁷ 29 ⅛╠ 30 ╕≢

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⇔⁸ ⌐ ⅜⌂↕╣√ │ ⅜ ≢№∫≡╙ ╕╣╢

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷╙─≤∆╢⁹

(3) ⁷⁷⁷⁷⁷ ─ 100 ⌐≈⅝ 100

(4) ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ≤ ─☻꞉♇ⱪ꜠0.5+♩כ

(5) ⁷⁷⁷⁷⁷10

(6) ⁷⁷⁷⁷⁷

(7) ⁷⁷⁷⁷⁷ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷◖ⱴהꜟꜗ◦כⱭכⱤכ

(8) ⁷⁷⁷⁷⁷ ⌐≈™≡₈ ₉╩ ∆╙─≤∆╢⁹

(9)∕─ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷ 676 ⌐ →╢ ┘∕─ ⌐ ⌂ ─ ─ │⁸

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ─ ≢ ⌐ ∆╢↓≤≤⇔⁸ ⌐ ↕╣╢

 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ≢ ∆╢╙─≤∆╢⁹

10．その他の注記

│ ╩ ╡ ≡≡ ⇔≡⅔╡╕∆⁹
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個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) ─ ┘

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⌐╟╢ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

∕─

ה ─№╢╙─⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ─ ─ ⌐ ≠ↄ │

⌐╟╡ ⇔⁸ │ ⌐╟╡ ⌐╟∫≡⅔

╡╕∆⁹

(2) ─ ─

☻כꜞ) ╩ ↄ ⁷ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

⌂⅔⁸ 10 ⇔√ ( ╩ ↄ) ┘

28 ⇔√ ┘ ⌐≈™≡│

⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

⌂⅔⁸ ─♁ⱨ♩►▼▪⌐≈™≡│⁸ ( )⌐

≠ↄ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

☻כꜞ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⱨ□▬♫fi☻כꜞה☻ ⌐ ☻כꜞ╢

☻כꜞ ╩ ≤⇔⁸ ╩ ≤∆╢ ⌐╟∫≡⅔╡

╕∆⁹

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

(3) ⌂Ⱬ♇☺ ─

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ☻꞉♇ⱪ⌐≈™≡│⁸ ה ─

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ╩ √⇔≡™╢ ⌐│ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

(4) ∕─ ─√╘─ ≤⌂╢

─ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ┘ ─ │ ⌐╟∫≡⅔╡╕∆⁹

２．会計方針の変更に関する注記

28 ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢ ─ ™─

│⁸ ─ ⌐ ™⁸₈ 28 ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢ ─

™₉ 32 ⁷ 28 17 ╩ ⌐ ⇔⁸ 28 ⌐ ⇔√

┘ ⌐ ╢ ╩ ⅛╠ ⌐ ⇔≡⅔╡╕∆⁹

⌂⅔⁸ ⌐⅔™≡⁸ ┼─ │ ≢№╡╕∆⁹
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